高槻市公告第２３号

下記のとおり制限付一般競争入札を執行する。

令和８年３月１３日

高槻市長　濱田　剛史
高槻市生活援助員派遣事業にかかる募集要項
１　応募（入札参加申請）の資格要件

　次の要件をすべて満たす法人に限り応募することができる。

（１）　社会福祉法人格又は医療法人格を有していること。

（２）　令和８年１月１日時点で、業務場所から概ね5ｋｍ圏内において、高槻市内で介護保険施設（特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）、介護老人保健施設）又は地域包括支援センターを運営していること。

（３）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員、もしくは大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）第2条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。
（４）　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。
（５）　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。

（６）　法人において納付するべき国税及び地方税を滞納していないこと。

２　入札参加の資格要件

　応募者のうち、次の要件すべてを満たす者に限り入札に参加することができる。

（１）　過去１年間を対象に、次のいずれかに該当しない者であること。　
　　　ア　契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

　　　イ　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため違法な行為をした者

　　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者がその内容を履行することを妨げた者

　　　エ　監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

　　　オ　正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

　　　カ　市に提出した書類に虚偽の記載をし、又は市に著しい損害を与えた者
　　　キ　アからカまでのいずれかに該当する行為をした者を使用している者

（２）　本要項に定める応募資格を有していること

（３）　本要項にしたがって応募書類を提出し、かつ、提出書類の審査を経て高槻市からの入札参加通知を受けたこと。

３　制限付一般競争入札に付する事項等

（１）件　　名　　高槻市生活援助員派遣事業

（２）業務内容　　別紙「高槻市生活援助員派遣事業委託業務仕様書」に記載のとおり
４　応募（入札参加申請）

入札参加を希望する者は、応募要件を満たすことを確認のうえ、提出必要書類を次に掲げる方法により全て提出すること。

（１）募集期間　令和８年３月１９日（木）～令和８年３月２４日（火）
（２）提出場所　高槻市桃園町2番1号

　　　　　　　　高槻市役所1階長寿介護課（7番窓口）
　　　　　　　　電話：072-674-7166

（３）提出方法　募集期間内（土日を除く）に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参すること。

（４）提出が必要な書類（各1部提出）

　　①制限付一般競争入札参加申請書

　　②法人の事業実績表

　　③暴力団排除に関する誓約書

　　※上記のほかに次に掲げる書類（写し不可）

　　　・法人の登記事項証明書（提出日から3ヶ月以内に発行されたもの）

　　　・使用印鑑届及び印鑑証明書（提出日から3ヶ月以内に発行されたもの）

　　　・国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立

　　　書
※様式類は、高槻市ホームページ（トップページ⇒総合窓口（市民向け）⇒事業者⇒入札・契約）からダウンロード可

（５）その他

　　①応募書類は、理由の如何を問わず返却しない。

　　②応募に関する一切の費用は、申請者の負担とする。

５　質問及び回答

（１）受付期間　　令和８年３月２３日（月）から令和８年３月２４日（火）まで

（２）問合せ方法　末尾記載の問合せ先に、電子メール又はＦＡＸで問い合わせること。

（３）回答の方法　令和８年３月２５日（水）までに、高槻市ホームページにて質問及び回答を公開する。
６　入札参加資格の確認及び通知
提出書類等を審査し、令和８年３月２６日（木）までに、申請者あてに結果を電子メール又はＦＡＸで通知する。（入札に必要な書類等は当該通知と合わせて送信する。）なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。
７　入札

　　入札に参加する者は、本要領のほか、高槻市から示された本入札に関する一切の資料を熟覧のうえ、入札に参加すること。
（１）場所　　　高槻市役所総合センター１３階　Ｃ１３０１会議室
（２）日時　　　令和８年３月２７日（金）午後１時３０分から
（３）成立要件　　　応募書類の提出期限終了時で、応募者数が1に満たない場合は不成立とする。

（４）予定価格　　　有り（非公開）

（５）契約希望金額　　　契約希望金額は、令和８年度で見積もり、入札書に記載すること。
（６）入札保証金　　　高槻市財務規則第99条第4号により免除

（７）落札者　　　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者として決定する。落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、くじを引いて落札者を決定する。

（８）無効の入札

　　ア　入札参加資格を有しない者のした入札

　　イ　委任状を持参しない代理人の入札

　　ウ　記名押印を欠く入札

　　エ　金額を訂正した入札、又は金額の不鮮明な入札

　　オ　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札

　　カ　再度入札において、前回の最低価格以下の価格でした入札

　　キ　その他不正行為により入札を行ったと認められる入札

８　契約

（１）　契約書の提出　落札者は、令和８年３月３１日（火）までに高槻市から提示された契約書に押印のうえ、必要書類を添えて担当課に提出すること。

（２）　契約保証金　契約期間中の委託料総額の5/100に相当する金額を契約締結と同時に高槻市に支払うこと。ただし、高槻市財務規則第117条に該当する場合は免除とする。
（３）　予算が成立しない場合は入札の延期、とりやめになる可能性があるので、留意すること。
９　問い合わせ先

　　　高槻市　健康福祉部　長寿介護課（担当：中村）

　　　〒569-0067　高槻市桃園町2番1号

　　　TEL：072-674-7166
　　　FAX：072-674-7183
      MAIL:tak6617@city.takatsuki.osaka.jp
　　　
